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崩壊進む自本的雇用
1960年代に成立した労働システム
※遠藤公嗣さん著「これからの賃金」(旬報社)から

非
正
規
一雇
用
は
長
年
、
問
題

視
さ
れ
な
が
ら
増
え
続
け
て
き

た
。
雇
用
問
題
を
研
究
す
る
明

治
大
経
営
学
部
教
授
の
遠
藤
公

嗣
さ
ん
後
じ
は
、
そ
の
主
な
原

因
を

「日
本
的
雇
用
慣
行
の
崩

壊
」
と
強
調
す
る
。
正
規
労
働

者
の
処
遇
を
見
直
し
、
雇
用
形

態
の
違
う
労
働
者
と
の
格
差
を

埋
め
る

「同
一
労
働
同
一
賃

金
」
を
進
め
る
政
策
が
急
務
と

主
張
す
る
が
、
政
治
の
議
論
は

深
ま
っ
て
い
な
い
。

多
く
の
企
業
が
採
用
し
、
日

本
型
雇
用
と
い
わ
れ
る
年
功
序

列
と
終
身
雇
用
。
こ
れ
は

「
一

九
六
〇
年
代
に
成
立
し
た
労
働

シ
ス
テ
ム
」
と
遠
藤
さ
ん
は
説

明
す
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
主

に
夫
が
稼
ぎ
、
妻
は
専
業
主
婦

と
い
う
「男
性
稼
ぎ
主
型
家
族
」

と
結
び
付
い
て
い
る
＝
図
。
稼

ぎ
主
と
な
る
正
規
労
働
者
を
守

る
に
は
、
景
気
の
状
況
に
よ
っ

て
一雇
用
量
を
調
節
す
る
た
め
の

非
正
規
労
働
者
が
不
可
欠
。
従

来
、
そ
れ
は
主
に
主
婦
や
子
ら

の
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
が
担

っ
て
わ
た
。

た
だ
し
、
多
く
の
労
働
者
を

正
規
で
長
期
雇
用
す
る
に
は
企

業
の
成
長
が
必
要
。
バ
ブ
ル
経

済
が
崩
壊
し
て
低
成
長
と
な
っ

た
九
〇
年
代
、
そ
の
前
提
が
大

き
く
揺
ら
い
だ
。
遠
藤
さ
ん
に

よ
る
と
、
経
営
側
が
こ
の
シ
ス

テ
ム
の
限
界
を
認
め
、
正
規
一屋

用
を
抑
え
て
ヽ
非
正
規
を
増
や

し
始
め
た
と
い
う
。

非
正
規
の
増
加
を
受
け
、
正

規
と
の
処
遇
格
差
の
問
題
か

ら
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
が
必

要
と
認
識
さ
れ
始
め
た
の
は
九

〇
年
代
末
。

「い
く
つ
か
の
労

働
組
合
の
方
針
に
入
り
、
連
合

も
掲
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

な
か
な
か
進
ま
な
い
」
と
遠
藤

さ
ん
。
具
体
的
に
進
め
る
と
、

正
規
労
働
者
の
賃
金
を
削
る
な

ど
、
処
遇
の
見
直
し
に
触
れ
ざ

る
を
得
な
い
た
め
だ
。

だ
が
、
既
に
非
正
規
の
割
合

が
大
幅
に
増
え
て
い
た
ス
ー
パ

ー
マ
ー
ケ
ツ
ト
や
地
方
自
治
体

な
ど
で
、
一
部
の
組
合
は
対
応

を
迫
ら
れ
て
い
る
。
仕
事
内
容

に
応
じ
て
労
働
価
値
を
定
め
る

職
務
評
価
法
の
作
成
を
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
に
依
頼
し
た

り
、
独
自
に
開
発
し
た
り
す
る

動
き
も
出
て
い
る
。

そ
ん
な
現
場
の
動
き
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
政
治
の
反
応
は
鈍

い
。
民
主
党
政
権
か
ら
現
政
権

に
か
け
て
、
派
遣
労
働
の
規
制

を
め
ぐ
る
議
論
は
盛
ん
だ
が
、

遠
藤
さ
ん
は

「よ
り
本
質
的

な
、
正
規
と
非
正
規
の
均
等
待

遇
を
目
指
す
議
論
が
な
さ
れ
て

い
な
い
」
と
批
判
。
小
手
先
の

法
改
工
だ
け
で
、
政
策
全
体
の

方
向
が
定
ま
ら
な
い
た
め
、「整

理
解
雇
を
し
な
い
代
わ
り
に
一屋

用
維
持
の
雇
用
調
整
助
成
金
を

つ
け
る
一
方
、
転
職
を
促
す
た

め
人
員
削
減
に
労
働
移
動
支
援

助
成
金
を
出
す
、
真
逆
の
政
策

が
同
時
に
実
施
さ
れ
て
き
た
」

と
指
摘
す
る
。

採
用
を
含
め
、
企
業
活
動
は

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
、
働
く
女
性

の
増
加
で
家
族
構
造
も
多
様
化

す
る
中
、
従
来
の
シ
ス
テ
ム
は

矛
盾
を
大
き
く
し
、
結
果
的
に

非
正
規
が
増
え
て
い
る
。

「女

性
と
非
正
規
へ
の
差
別
を
引
き

起
こ
す
従
来
の
シ
ス
テ
ム
は
、

持
続
可
能
で
は
な
い
。
世
界
標

準
で
あ
る
同
一
（価
値
）
労
働

同
一
賃
金
の
考
え
を
基
に
、
よ

り
具
体
的
な
政
策
議
論
を
し
て

ほ
し
い
」
と
訴
え
る
。
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「同一労働同一賃金」推進を

同

一
労
働
同

一
賃
金
　
同
じ
内
容
の
労
働
に
は
同
じ
額
の
賃
金

を
支
払
う
と
の
原
則
。
加
え
て
異
な
る
内
容
の
労
働
で
も
同
じ
価

値
の
労
働
で
あ
れ
ば
、
性
別
や
一雇
用
形
態
、
人
種
、
国
籍
な
ど
に

よ
ら
ず
、
同
じ
賃
金
を
支
払
う
の
が
「
同

一
価
値
労
働
同

一
賃
金
」

の
考
え
方
。
職
務
評
価
に
よ

っ
て
、
異
な
る
内
容
の
労
働
の
相
対

的
な
価
値
を
判
断
す
る
。
国
際
労
働
機
関

（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
憲
章
は
、

も
と
も
と
同

一
価
値
労
働
同

一
賃
金
の
原
則
を
掲
げ
て
い
る
。

遠藤公 嗣 さん


